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産 業 組 纖 と 資 源 配 分 *

大 山 道 広

1. は じ め に

産業組織は，一方では各産業における種々の革新や企業内部組織の合理化を促進し，他方では諸 

産業間の資源配分の効率化に資するものであることが望ましい。各産業の内部における企業間読争 

は，前者の目的のために欠くべからざるものである。しかし，企業間競争の程度が産業ごとに異な 

り，あまりにアンバランスであれば，後者の目的が損われるおそれがある。

すべての市場で自由参入が保障され，完全競争が行われる標準的な一般均衡モデルの世界では，
( 1)

これら2 つの目的を達成するための条件がいずれも充足されているといえよう。各産業において， 

企業はいつも不特定多数のライバルとの競争にさらされており，内部組織の不効率と放置したり， 

技術革新の努力を怠ることは許されない。 また， ラーナー•インデックス（独占度）による競争の 

程度はすべての産業についてゼロであり，平準化されている。その結果，諸産業間の資源配分はパ 

レートの意味で最適となるのである。

しかし，従来の産業組織論や経済政策論では，r競争均衡はバレート最適である」という命題が 

厚生経済学の基本定理として強調され過ぎてきたきらいがある。現実には，完全競争，特にその要 

件である「価格受容者」（price taker)の仮定は，多くの産業において近似的にも満たされていない 

からである。もちろん，政府があらゆる財•サービスの価格を自ら設定することによってすべての 

企業を価格受容者の地位にしめることは可能である。しかし，こうした人為的なr完全競争のゲ 

ーム」はランゲ= ラーナー流の社会主義的市場経済と同じく，思弁的にはともかく現実に有効であ 

るとは思われない。そのためには，膨大な官僚機構が必要とされ，しかもそれが財•サービスの需 

給を効果的に調整できるという保障は無いのである。

したがって，現実的な産業組織政策は多くの企業が「価格調整者」（price adjuster)として行動す 

ることをある程度まで容認しなければならない。このことは決して競争の否定を意味するものでは

* 本稿は筆者が公正取弓I委員会の独占無止法国際問題研究会に提出した報告に若千手を入れたものである。この機会に有 

益なコメントを寄せられた同研究会座長今弁賢一教授はじめ会員諸氏に感謝したい。もちろん，本稿に表明されている見 

解や残されている誤譲は筆者だけのものである。

注 （1 ) その典型はたとえぱデプリュー（1959)に見出されよう。
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ない。元来，技術革新や内部組織の合理化に必要な競争の概念は，個別企業が価格受容者としてふ

るまうという完全競争の仮定とは異質のものである。前者は複数の同等の競争力をもつ企業が存在

し，その間の結託や謀議に基づく共同行動が有効に挑除されていることを要件とするものであり，

普通のビジネスマンが抱く競争概念に近い。これに対して，後者は産業内に多数の企業が存在し，

それらの間の共同行動が排除されているだけでなく，各企業の市場シアがほぼゼロであることを

前提とするものである。この競争概念は，おそらく経済学者の頭の中だけにあるものといえよう。

便宜上，前者をr有効競争」（workable competition)と呼び，後者の完全競争と区別して用いるこ
( 2 )

とにしよう。

産業組織政策の基本的な目標のひとつは，各産業の内部において有効競争を実現し，維持するこ

とである。しかし，それだけでは十分ではない。完全競争が不可能であるとすれば，経済資源が自

由放任のもとで諸産業間に効率的に配分されるという保証は無いからである。完全競争が行われず,

人々の労働供給が制度的にほぼ固定している現代経済においては，企業の市場支配力（独占度）が

諸産業の間で平準化していることが資源配分の効率化のために必要である。産業組織政策のもうひ

とつの目標は，諸産業の間の市場支配力のいちじるしいアンバランスを除去することにおかれなけ

れぱならない。これらの目標を達成するためには，一方では諸企業の間の競争制限的な共同行動を

取りしまることが必要であり，他方では企業の分割や統合を通じて「過当独占」や 「過当競争」を 
(4)

是正することが望ましい。

従来の産業組織論では，諸産業の間における市場支配力（独占度）の平準化の必要性についてコ 

ンセンサスが成立しているとはいい難い。しかし，この点を正しく認識することは，貿易•資本の 

自由化が進展し，国際的相互依存がいちじるしく深まった現在ますます重要になりつつある。第 1 

に，諸外国からの強い競争圧力にさらされる国際性の高い産業部門の独占度は，国内的な産業部門 

のそれに比べて低めになりがちである。賀易 • 資本の自由化の過程で，新産業体制論や産業再編成 

論が台頭してきたことは，この見地からすれば，それなりに意味があったといえよう。第2 に，各 

国の産業組織が相互に連関し，一S で生じた変化が他国にも無視できない影響を及ぼすようになっ 

ていることである。たとえば，日本のある産業で大趣の企業合併が行われれば，それはその産業の 

日本における独占度を高めるだけでなく，米国やヨーロッバにおける独占度にも影響すると考えら

注 （2) 「有効競争」の概念をはじめて考えたのはクラーク（1940)である。ソスニック（1958)の批判的展望にあるように， 

この概念が何を意味する力、はその後の論者によって異なり，明確でない。ここで採用する定義は多くの論者のそれよ 

りもはろかに広く. （0 複数の同等の競争力をもつ企業が存在し，（ii) その間の共同行動が排除されているというニ 

点だけを要件とする簡明なものである。

( 3 ) この点については標準的なミクロ経済学のテキストを参照されたい。

( 4 ) ある座業の独占度が平均よりも高く，しかも生産効率を損うことなく諸企業を分割することが可能である場合，そ 

の産業は「過当独占」の状態にあるといえよう。また，ある産業の独占度が平均よりも低く，しかも生産効率を損う 

ことなく諸企業を統合することが可能である場合，その産業はr過当競争J の状態にあるといえよう。

( 5 ) 鶴旧（1982)第4 , 5享，小官 • 奥野 • 鈴村（1984)第 2享参照。
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れる。したがって，各国の産業組織政策の間に相克が生じ，新しい国際経済摩擦をひき起すおそれ 

がある。

本稿の目的は，諸産業の市場支配力（独占度）と資源配分との関係を再検討し，産業組織政策の 

理論的基礎を拡充することである。第2 節では，完全競争が不可能であり，しかも諸企業の協調的 

行動が排除されているという意味で有効競争が行われているような状況をモデル化し個別産業の 

独占度の決定要因を例解する。第3 節では，ある産業の独占度の決定に関与する諸要因の変化が個 

別企業の生産量，製品価格，さらには経済厚生に及ぼす効果を分析する。ここでは，完全競争が不 

可能である限り自由参入は必ずしも望ましくないこと，また独占度の平準化が望ましいというテ一 

ゼは，すべての産業で平均費用が不変である場合にのみ厳密に正しく，一般には正を要すること 

が示される。最後に，第4 節では，産業組織の国際的連関を明らかにし，それが新しい国際経済唐 

擦の温床となる可能性があることを指摘する。

2 . 不完全.有効競争のモデル

以上に指摘したように，産業組織政策は各産業内における有効競争の堅持と諸産業の間における 

市場支配力（独占度）の平, 化を目指すものでなければならない。前者の目的のためには，独占禁 

止法に基づく競争制限的慣行の徹底的排除が必要である。また後者の目的のためには，新規参入や 

企業分割の促進ないし抑制による各産業内の企業数の調整が不可欠とされよう。本節では，ランデ 

ス= ポスナ一 （1981)にならい簡単な不完全. 有効競争のモデルを構成し，産業の独占度が企業数 

だけでなく，その生産物に対する需要の弾力性や企業間のライバル意識に依存して決まることを例 

解しよう。

ある産業の生産物に対する総需要量X が価格P の減少関数として 

X ^D C p )  Z)'(力）<0 (1)

によって与えられているものとしよう。この産業には複数の全業が存在するが，第ズ企業はS 己の 

当面する需要関数を次のようにして推定するものとしよう。まず，第?'企業の生産物に対する需要 

量がは総需要量と他の諸企業の総供給量X - iの差として

x^= X - X - ^  (2)

と把握される。次に，第 f 企業は他の諸企業がすべて価格受容者として行動すると想定するものと 

して，他の諸企業の総供給量X - iは価格わ の増加関数として

X-^ =  SKp) さ 0 (3)

と表される。ここで，S ^ Q ))は第! '企業が推定するものであることに注意しよう。（1) 一(3)より 

X ら  DCi>) ~ SKf)) (4)
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と書ける。ここで，がはの単調減少関数であるから，その逆関数

/)=ダ(が） (5)

が存在する。

第!'企業の費用は生産量がの増加関数であり 

c^=c^Cy^') eヴ(が）>0 (6)

と言かれよう。第 i 企業の利潤JT*は，が= がとして

7T* = ダ（が）が一Cゾが） (7)

と表わされる。第企業は他の諸企業が価格受容者として行動するものと考え，（7)で定義された利 

潤を最大にするように生産量を決定するものとしよう。利潤最大化のための第1次条件は

タ*(が) (1 -タニご" (が） (8)

である。ただし第 2 次条件は満たされるものとする。ここで，りf は第：'企業の生産物に対する需 

要の価格弾力性であり 

P dx^

dp

と定義される。

ところで，ラーナーの独占度指標は価格/>と限界費用 (が）との乖離率として

P

と定義される。（8)より，これはり* の逆数に等しく，したがって(4)を用いれば，さらに 

. 1 が

で+ ( 1 —が）
(9)

という形になる。ここで，1?は総需要の価格弾力性， e * は第：'企業が想定する他の諸企業の総供 

給の価格弾力性，そしてがは第:'企業の市場シュアであり

____L A R .
"一 D dp S' dp

そして

が=ざ

と定義される。

第企業の利潤最大化の条件(8)は，（9)を用いると
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(が） (10)

と* き直される。特別の場合には，これは産業全体の均衡条件としての解釈を許すものである。第

1 に，第 : '企業の想定通り，他の諸企業がすべて価格受容者として行動する場合，すなわち，いわ
C 6 )

ゆる「部分独占」（partial monopoly)のケースである。 この場合には，第/企業は他の諸企業の行 

動を正確に読んで制御できるので，主体的均衡と需給均衡を同時に独力で達成することが可能にな 

る。ランデス.ポスナ 一 （1981 )が考察したのはこのケースである。第 2 に， すべての企業が主観 

的に他の諸企業を価格受容者とみなして行動する場合である。この場合には，各企業が想定する他 

の諸企業の供給関数は，需給均衡条件を満たすようなものでなければならない。産業内に"個の企 

業が存在するものとすれば，需給均衡条件は

S  が XIiSゾル= ZX/>)

あるいは

( n —1 )D Q ))ニ ' ^  (u)

と表わされる。 SfC /))がまったく任意に与えられるとすれば，この条件が満たされるという 

保証はない。たとえば，すべてのS IQ ) )が定数関数の場合，総供給の弾力性よゼロとなり，m, 

01)は，いわゆるクールノー •ナッシュの寡占均衡の条件に帰着する。この特殊ケースにおいては， 

すべてのS* は

Si ニ'!\.yk

を満たすように調整されなければならない。

以下では対称性を重視する立場から第2 の解釈をとることにしたい。ただし，簡単のため，すべ 

ての企業が他の諸企業について同一の総供給関数を想定し，しかも同一の費用関数を持つものとし 

よう。この特殊ケースにおいては，すべての企業の生産量が均等化する「対称均衡」に考察を限 

定することが許されよう。記号を簡略化するため，SKp^ =  SC p '),が = y , ダ(V )= パ2/), cKy) 

=c(.y), e*ニe ,が= 1 / « とおけば，（U|, QDはそれぞれ

パめい - " り"Pて^ニ

( « —1 )Z > 0 0 = «S (/0  (13)

となる。需要関数ZX /))が所与であるものとすれば，各企業が想定する他の諸企業の総供給関数は

注 （6 ) これはr価格主導者J (price leadership)のケースともいわれる。

72 (202)



産業組織と資源配分

均衡では(13を満たすように選ばれる必要がある。その形は産業内の企業数》に依存して変化するこ 

とに注意しよう。

ところで，（13は n y = D (：i > )と同値であり，D C i) )の逆関数を/ で表わせば，均衡では

とならなければならない。これを(12}に代入して整理すると

P iny ) =  ̂ ^ ~ c\y) (14

という関数を得る。た だ し Wはこの場合の独占度であり 

1
(15)

Wり+ ( w — l ) e

と表わされる。ここで，各企業が主観的に想定する他の諸企業の総供給の弾力性は価格，企業数の 

いかんにかかわらず一定の値をとるものと仮定しよう。このとき，総需要の弾 力 性 り は価格/> , し 

たがって総生産量n y の関数と考えられるので，企業数n を所与として，各企業の均衡生産量リ 

は04)によって決定されることになる。

産業の対称的均衡において，独占度Wは企業数だけでなく，総供給の弾力性や総需要の弾力性に 

依存して決定される。この場合，産業集中度は企業数の逆数1 / " (ハーフィンダール指数）によって 

示され，独占度に影響するが，そのひとつの決定要因にすぎない。諸産業の市場支配力（独占度） 

の平準化が望ましいとしても，それは必ずしも集中度の平準化を意味するものではない。独占度は 

たしかに集中度が低ければ低いほど低くなる。しかし，集中度が同じであっても，独占度は総供給 

ないし総需要の弾力性が大きければ大きいほど低くなるからである。したがって，諸産業の市場支 

配力が平準化されるためには，総供給ないし総需要の弾力性が大きい産業の集中度はそれらの弾力 

性が小さい産業の集中度より高くなけれぱならないのである。

総供給の弾力性が大きいということは，各企業の僅かな価格引上げに対して他の諸企業が大幅に 

供給を増やすと想定されているということである。それは産業内の企業間競争が激しく，各企業が 

自己の価格引上げに対するライバル企業の反応に対して悲観的になっていることをポしている。こ 

のような想定のもとでは，各企業の価格支配力は相当に限定されたものにならざるをえない。特に， 

総供絵の弾力性が無限大となる極限ケースでは，各企業は価格需要者となり，完全競争が実現する。 

これに対して，総需要の弾力性が大きいということは，価格の僅かな上昇に対して総需要が大幅に 

減少するということである。それは当該産業の生産物が他の産業の生産物によって容易に代替され 

ること，したがって，当該産業が他産業からの競争圧力にさらされていることを意味している。こ 

のような状況のもとでは，各企業が強い市場支配力をもちえないことは当然であろう。
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3. 比較静学と厚生分析

本節では，産業全体の需給均衡の比較静学分析を示し，その厚生経済学的意義を明らかにする。 

ここでの出亮点は前節で導いた産業の対称均衡の条件

p (ny ) :
1-i

-c'Qy) (14)

である。簡単のため，総供給の弾力性e だけでなく，総需要の弾 力 性 り が定数であるものとしよう。 

このとき，独占度m も定数となるので，企業数" を所与とすれぱ，各企業の生産量y は城によって 

決定される。

図 1は(14)の関係を図解したものである。企業数を所与とするとき，（14)の左辺の（逆）需要関数は 

各企業の生産量と需要価格との関係を規定する。曲線ゴはこの関係をグラフにしたものであり， 

需要関数の性質によって右下りに描かれている。他方，（14)の右辺は各企業の生産量とその供給価格 

との関係を表わしているとみることができる。曲線S s はこの関係をグラフにしたものである力';, 

その勾配は限界費用が適増するか適減するかによって正または負となる。図1 a は限界費用が適増 

する場合，図1 b は限界費用が適減する場合を示している。限界費用が適減する場合，曲線S 5 は

て，S s の傾きがのゴの傾きよ 

D d と S s との交点E は均衡価格と各企業の均衡

曲線D d と同じく右下りになる力；，利潤最大化の第2 次条件によ 
C 7 )

りもきつくなることはない。いうまでもなく，

図 1 図 1

D

注 （7) m を X に依存しない場合，利潤最大化の第2次条件は

とまわされる。左辺はD d の傾き，右辺はS sの傾きにほかならない。

—— 74 Q204)



産業組織と資源配分

生産量を表わしている。当初の均衡が丑点にあるものとして，外生的携乱が価格や生産量にどのよ

うな効果を及ぼすかを考えよう。

まず，他の諸企業の総供給の弾力性とが増大したとしよう。他の条件が不変のとき，これは独占

度 m の低下，したがって曲線S s の下方へのシフトをもたらす。因1 において’新しい均衡点は

曲線D d と曲線5 Y との交点五' として示されている。新しい均衡では，価格が低下し，各企業

の生産量が増加することになる。何らかの要因によって限界費用が低下した場合にも’同様の結論 
( 8 )

が妥当しよう。

次に，企業数の増加，したがって集中度の低下の効果をみよう。これは，一方では独占度の低下 

を通じて曲線5 s を下方にシフトさせ，他方では各企業の以前と同一の生産量に対する需要価格の 

低下を通じて曲線のを下方にシフトさせる。図2 はその結果を例示したものである。新しい均衡 

は 曲 線 と 曲 線 S 's ,との交点丑' である。 ここでは，限界費用の動向によって異なった結果 

が生じることに注意しよう。図2 a には’ 限界費用が適増するケースが描かれている。この場合’ 

価格は必ず低下するが’ 各企業の生産量が増加するか減少するかは明らかでない。しかし’産業全 

体の総生産量は価格の低下と共に増加しよう。これに対して，限界費用が通減する図2 b の場合に 

は，各企業の生産量だけでなく，価格の変化の方向も一義的には確定できなくなる。企業数の増加 

に伴って各企業の生産量がいちじるしく減少するような場合，価格が上昇する可能性があるからで 

ある。とはいえ，費用適減の傾向が微弱であれば，価格が低下し，産業全体の生産量が増加すると 

いう結論が依然として妥当しよう。

ところで，これらの変化は経済厚生にいかなる影響を及ぼすであろう力、。諸産業の市場支配力を

図 2 図 2 b

n

D

法 （8 ) 限界費用低下の要因としては生産要素の価格Cたとえぱ労働賃金率）の下落や技術革新によるコスト.ダウンが考 

えられる。
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平, 化することが望ましいとすれば，ある産業の独占度の低下をもたらすような変化が経済厚生の 

増加につながるかどうかは，その産業の独占度が他産業のそれより高いかどうかに依存しているは 

ずである。しかしこの点を明確にするためには，これまでの単一産業についての部分均衡分析を 

複数産業についての一般均衡分析に拡張することが必要である。

ここでは’ 最も簡単なニ産業の一般均衡分析をスケッチするにとどめよ(9う)。第 1財，第2 財を生 

産するニ産業を想定し，各産業がこれまでと同一の対称均衡の状態にあるものとしよう。第プ財の 

生産一単位当たりの労働投入量cLiは一般に各企業の生産量y j の関数であり 

aj=ajCyj') ( ;= 1 ,2)

と書かれよう。簡単のため’ 労働のみが可変的インプットであるものとすれば’ 第；産業内の各企 

業の費用関数は

Cj(.yj') =  waj(.yj')yj ( ; = 1’ 2)

と表わされる。ただし，M；は兩産業に共通な労働賃金率である。これらの特定化のもとでは，第 j  

財産業の対称均衡の条件は

PjC.njyj')= マ -( 1 : び' ' (J ニ 1 ,2 )  (16)

という形になる（(14参照)。ただし記号の意味はこれまでと同じであり，下添字は産業の区別を表 

わす。また，

- ま り ニ 1,2)

と定義される。びプは平均費用力'適増する力、遍減するかによって正または負の値をとる。

経済全体として利用可能な労働量ムが一定であり，賃金率の伸縮的な調整を通じて完全に雇用さ 

れるものとしよう。これより

ai Y\ + a2Y2=L (17)

と書ける。ただし，

Yj=njyj ( ; = 1 , 2 )  (18)

である。最後に，経済厚生の判断基準として社会的効用関数を想定し，

U=UCYr, 7 2 ) (19)

と書くことにしよう。

さて，社会的効用関数を全微分すると 

d U = U id Y i + U2dY2

注 （9 ) 以下に素描する一般均衡モデルは，これまでの部分均衡分析を包摂するものとして厳密に定式化することができる。 

しかしここでは紙幅の都合上，その全容を明らかにすることはできない。
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を得る。ただし，びプはC7の V y に関する偏微分である。第 1 財の限界効用U iが正であるもの 

として両辺をC / iで割れば

となる。（17), (IS)を全微分し，その結果を上式に代入して整理すると

dU
U ,

U 2 ぬ （1 + び 2)

_ U1 f l i ( l + ぴ1)
dY2+'E dnj 如

か 1 f l i U + び1)

のようになる。ここで，消費者が価格受容者として行動するものとすれば

U 2 p2 

I h  ih

またより

azKL+az^ 1—W2 p2 

ai^i+ ci) l — ffii p\

とおくことができる。 これらを代入することにより，（S(|はさらに

ま:ゴ サ & ゴ"プ

と書き直される。この式を用いて，上記の比較静学分析の厚生経済学的意義を明らかにすることが 

できる。

第 2 財産業において，各企業が想定する他の諸企業の総供給の弾力性《 が増加したとしよう。 

その厚生に及ぼす効果は，勁より

1 dU _nt2_fyh  pidYz

UI ds2 1 — m i pi ds2

と表わされる。このとき，第 2 財の総生産量が増加するものとして（3F 2 /5 f i2 > 0として），経済厚 

生が増加するかどうかは，第 2 財産業の独占度W 2が第2 財産業の独占度m i より大きいか小さい 

かに依存している。仮にこの弾力性が制御可能であるとすれば，W 2 > W lである限りそれを増やし 

m 2 < m iである限りそれを減らすことが望ましい。各産業の企業数を所与とするとき，社会的最適 

は独占度の平, 化によって達成されよう。

しかし，ここでいう他の諸企業の総供給の弾力性は各企業によって主観的に想定されるものであ 

り，一般に制御可能とはいえない。これに対して，産業内の企業数ないし集中度はある程度政策的 

に操作することができるかもしれない。各産業の企業数の増加が経済厚生に及ぽす効果は，◎より

1 dU m2—m\ i h d Y i . a\ yi

U 1 d f i i 1—mi pi dfii 1+ffi
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dU _ ffi2一 ffti p2dY2 丄 ぴ 2ぬ ？/2

U 1 dn.2 1 — m i pi dfi2 fli(l + ぴ1)

によって表わされる。完全競争の場合，Wl =  W2 =  0 となるので，経済厚生はび1=ぴ2 =  0 のときに最 

大になる。 これは各企業の生産が平均費用の最低点で行われていることを意味しており，長期的に 

は自由参入によって実現される。 したがって，完全競争の世界では企業数の人為的な制御は避けな 

けれぱならない。

すでに指摘したように，完全競争の仮定は現ま的なものとは言■えない。不完全競争のもとでは，

各産業の企業数が独占度を均等化するように調整されているときにび1=ぴ2 =  0 となる必然性はない。 

m i= W 2 のときにの> 0 ,び2 < 0 であれば，第 1 財産業の企業数を増やし第2 財産業のそれを減らす 

ことになり， 経済厚生を高めることができる。 しかし， そうした企業数の再調整はm i の低下と 

m z の上昇をもたらす。これより，社会的最適の状態では費用適減産業の独占度は費用適増産業の 

毛れよりも高くなければならないことがわかる。 これは諸産業の市場支配力の平準化が望ましいと 

いう主張の重大な正を意味している。この主張が一般的に妥当するのは，各産業において平均費 

用が不変である場合に限られるのである。

4. 産業組織の国際的連関

これまでの考察は閉鎮経済を前提とするものであった。閉鎖経済の分析は理論的には有用である 

力' ; , 現実の解明には不十分である。世界の国々は国際貿易や国際投資を通じて相互に緊密な経済関 

係を結んでいる。その意味で，各国の経済は爾余の世界に対して開かれた開放経済である。このよ 

うな状況のもとでは，各国の産業組織は相互に依存して決定されると考えられる。ある国で生じた 

産業組織の変化は外国の産業組織に影響を及ぼし，場合によっては国際経済唐擦の火種となるかも 

しれない。本節ではこれまでの分析を開放経済に拡張し，こうした産業組織の国際的連関を解明し 

よう。

自国及び外国（爾余の世界）からなる世界を想定しよう。画国の間にはS 由貿易が行われており， 

内外で一物一値の法則が貫徹するものとしよう。ある産業の生産物に対する自国，外国の需要関数 

力';,それぞれ

X^DQp') D 'ip'XO  ⑤

X ネ= D K め の* ' ( / 0 < 0  ほ

によって与えられるものとしよう。〔以下，外国の変数にはアステリクス（* )を付して自国のそれと区別 

する。〕前と同じく，内外の各企業は他の諸企業が価格受容者として行動すると想定するものとしよ 

う。 自国の代表的企業?‘が想定する自国の他の諸企業の総供絵関数を
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x-^=scp) s^cp )^o  ^

外国の諸企業の総供給関数を

Z =  VCp') F 'c/O ^o ほ

と書くことにしよう。このとき，自国の代表的企業の生産物に対する需要量は 

X ニ D Q d + D*Q>)—S(̂  め — VQ)) (26)

のようになる。この逆関数を

/>=^C<b) ゆ

としよう。自国の代表的企業の利潤最大化のための第1次条件は，x =  y として

パ?/)(l- m )= e '(? /) 树

である。ただし，第2 次条件は満たされるものとする。ここで， は自国の代表的企業の生産物に 

対する需要の弾力性の逆数であり，域より

*------- y——
nd+Ss+Vv

と表わされる。ただし，/ n よこの生産物に対する世界全体の需要量である。また，5 は世界需要の 

弾力性， £ は自国の他の諸企業の総供給の弾力性，そしてリは外国の諸企業の総供給の弾力性であ 

り，それぞれ

dH  

H  dp

dS p dV
S dp V dp

と定義される。で, り* はそれぞれ自国の需要の弾力性，外国の需要の弾力性である。外国の代表的 

企業についてもまったく同様に考えれば，利潤最大化の第1次条件は

5zi*(2/*Xl -  W *)=e*'(デ） (30)

と言かれよう。ただし，

" 1 *  ニ ________ y.------------------  A ])

(10)
である。

さて，自国，外国にそれぞれ " * 個の同型の企業が存在するものとしよう。各国の企業が同 

一の市場シュアをもつ対称均衡においては

H = ny + n*y *  (32)

注 （1 0 ) ここで，£ * ,り* などは外国の変数であり，S ,でなどと対称的に定義される。 たとえば，レ*は外国の企業が想定 

する自国企業の総供給の弾力性である。
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となるので，世界需要関数の逆関数を/>(が）で表わせば，均衡では

が 2 / ) 2 / * )

という関係が成立しなければならない。これらを树，（30)に代入すると

piny +  = じ V ン 

/>(«?/+«*?;*)，ド'(デ)
1- ;

(33)

(34)

を得る。また’ 均衡ではS ニ F =  «*]/*, 5*==(«*—1)2/*, F * = "叙となることに留意すれ 

ぱ，自国，外国の独占度W, W* はそれぞれ

(35)
« 5  +  ( " — l ) e +  ( 5 + v ) w * ^ * /  y

+ l)e*+ (5+ i/*0"v/デ ロ ◎

と書き直される。自国，外国の企業数《,がS 世界需要の弾力性5 , 自国，外国の企業が想定する 

他の諸企業の総供絵の弾力性6*1；* を所与とすれば，自国企業，外国企業の生産量2/, 2/*は(33K 

(34)によって決定されることになる。

国内産業の独占度は経済の開放度が高まるにつれて低下すると考えられる。このことは上記の白5) 

と第1節で求めた閉鎖経済下の独占度の表現 

1

nrj+K.n—l')e
如

を比較することにより確められよう。世界ぎ要の弾力性5 は自国，外国の需要の弾力性の加

重平均であるから，内外の選好に差異がなけれぱほぼでに等しい値と考えてよかろう。この場合，

産業の独占度は閉鎮経済から開放経済に移行することによって明らかに低下する。その低下の度合

は，世界需要の弾力性や外国の諸企業の総供給の弾力性が大きいほど，外国企業の数が多いほど，

また外国金業の自国企業に対する相対的生産規模が大きいほど，大きくなるといえる。開放経済で

は，自国産業の独占度が外国産業の集中度や内外企業の相対規模に依存していることを特に強調し
( 11)

ておきたい。

図3 は，各国の限界# 用が不変の場合について，価格と内外企業の相対生産規模の決定を例解し 

たものである。曲線PC, i" * C * はそれぞれ(33), &4)によって規定される価格と自国企業の外国企業 

に対する相対的生産規模との関係を示している。 内外の企業数や諸弾力性の値を所与とすると，

注 （1 1 )同様な論点が伊藤. 大山（1985)第4享でも述べられている。
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y / y * の増加は自国の独占度m の上昇と外国の独占度w * の低下をもたらす。曲線/̂ (：が右上り 

に，曲線P * C *が右下りに描かれているのはそのためである。両曲線の交点F が均衡における価 

格と相対生産規模を表わしていることはいうまでもない。当初の均衡がF 点にあるものとして，外 

生的携乱が均衡にどのように影響するかをみておくことにしよう。

g 国の企業が主観的に想定する内外の他の諸企業の総供給の弾力性e ,リが上昇すると，一定の 

y /yネ に対してm が低下するから，曲線/ は一様に下方にシフトする。その結果，均衡点はた 

とえば曲線P ' C と 曲 線 と の 交 点 F ' に移行する。価格は低下し，それに伴って世界全体 

の総生産量は増加する。自国企業の外国企業に対する相対的生産規模は拡大する。このとき，自国 

企業の生産量は明らかに増加するが，外国企業の生産量は減少するかもしれない。いずれにしても， 

内外産業の独占度は低下する。自国企業の限界費用の低下もこれと同様な効果をもつことが容易に 

知られよう。

これに対して，自国の企業数n の増加は曲線P C P * C *を雨方とも下方にシフトさせる。一定 

の？/ / に対して， が低下するからである。図4 において，新しい均衡点はP 'C 'と？* 'C*' 

の交点によって示されている。このとき，価格は低下するが，内外企業の相対生産規模の変化 

の方向は確定しない。価格の低下と共に，世界全体の生産量は増加し，内外産業の独占度は低下す 

る。自国企業の外国企業に对する相対的生産規模が拡大するか縮小するかは，次の二つの要因に依 

存している。ひとつは当初における相対的生産規模である。当初，g 国企業の相対規模が小さけれ 

ぱ小さいほど，それが拡大する蓋然性が高い。もうひとつは，自国企業が国内の他の諸企業につい 

て想定する総供給の弾力性e と外国企業がま国企業について想定する総供給の弾力性リ* との大小

図 3 図4
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関係である。前者が後者に比して大きければ大きいほど，自国企寨の相対規模が拡大する公算が大

きい。

ここで，これらの変化が経済厚生に及ぼす効果を簡単に示しておこう。前節と同様にニ産業の一 

般均衡モデルを想定し，自国の社会的効用関数を

U =U iX uX 2 ') &7)

と* こう。ただし，X u  X 2 は第1財，第2 財の総消費量である。開放経済では，各財の消費量が 

生産量と等しくなる必然性はない。しかし，総消費額は総生産額に等しくなるように決定される。 

すなわち

X x + ̂ X 2 = Y i + ̂ Y 2  (38)

(3$)を全微分すると

1 7 7  ニゴズ1 + " ^ ゴズ2

を得る。これに消費者の均衡条件

U 2 p2 

Ux pi

を代入し，予算制的条件{38>を用いると

f ^ = d Y . + f d Y . + E 4 f )

を得る。ただし五2 (= F 2 — ズ2 ) は自国の第2 財に対する超過需要をまわす。前節と同様の設定の 

もとで，これは結局

々 か +  ( ま :

という形になる。外国についてもまったく同様にして 

dU* — ^  a* 8* y*
^dvr+ 'E-P\ プニし

-dn*+Etd[ 袖
m  l - m t  py P ia T a  + d n  、か'

という関係が得られよう。

閉鎖経済の場合と違って，各国の経済厚生は交易条件の変化によって影響を受けることに注意し 

よう。上記の料，Wの右辺第3項はそのことを示している。自国が第1財を輸入し，第2財を輸出 

しているとすれば， 五2>0 ,五2*<0となるので，第 2財の第1財に対する相对価格/の上昇 

(自国の交易条件の有利化）が自国の経済厚生を高め，外国のそれを低めることがわかる。交易条件が 

変化しない場合，企業数の変化やその他の要因による第2 財の生産量の変化が経済厚生に及ぼす影
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響は閉鎖経済の場合と同じことになる。

本節で例示したような産業組織の国際的連関は新しい国際経済摩擦の温床となるかもしれない。 

たとえば，自国の第2 財産業の企業数の変化が自国および外国の経済厚生に及ぼす効果はそれぞれ

1 dU mi—mx pidY2 I ^  9Cj>2/P\) ! (hdzys 

U 1 dfi2 \ — m i pi dfii 2 g"2 fli(l+5i)

1 9f/ *_m2—mi p i d Y t ^ ^ d i p z / p O

UT dm 1 — m i  pidnt drii

と表わされる。自国において第2 財産業が輸出産業であり，その独占度が第1 財産業のそれより低 

く，しかも各企業が費用適減の状態で操業しているものとしよう。 このような場合には，自国の政 

府 は 「過当競争」の状態にある第2 財産業の「* 約化」を推進しようとするインセンティブをもつ 

であろう。なぜなら，第 2 財産業の企業数の減少は独占度の平ip化，規模の拡大，さらには第2 財 

の総生産量の減少による交易条件の有利化を通じて自国の経済厚生を高めると考えられるからであ 

る。 しかし，こうした白国の政策は外国には被害を及ぼす可能性が大きいのである。
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